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○議長（中上良隆君）順番10、15番 石橋君。 

○15番（石橋英和君）それでは、よろしくお

願いいたします。 

 このたびの広域ごみ焼却場建設工事の完成

がおくれることに伴い、市当局は現在稼働中

の施設に対し操業期限の延長を申し入れられ

ました。 

 私は、今回その操業期限延長問題について

質問をさせていただきます。質問者といたし

まして、限られた時間の中で的を得た答弁を

いただきたいのは当然のことでありまして、

稼働中の施設を抱えております中島区にゆか

りの議員といたしましては、中島区民の心情

を伝えずして到底的確なる答弁が得られない

ものと判断いたしますことから、一般的な質

問形態とは異なったものになるやもしれませ

んが、ご理解をいただきたいと思います。 

 去年12月市議会で、私が一般質問の中で申

し上げた言葉のそのままの引用でありますが、

現在高野口町大野にて最新鋭の能力を備えた

ごみ焼却施設が新設工事中であり、地元皆さ

ま方の深いご理解とご協力に心から感謝申し

上げるものでございます。 

 これがあのときの一般質問で、私が使った

言葉でありましたが、長年ごみ焼却場と向か

い合ってきた私から言いますれば、この迷惑

施設を引き受けていただく地区があったとい

うことは、ひたすら感謝の一語に尽きる思い

でありまして、このような表現で感謝の気持

ちを述べさせていただいたものでありました。 

 その次に、工事の完成が間に合うのかを質

問させていただきました。世に言う行政の３

大迷惑施設として、住民からその受け入れを

嫌がられる施設のトップにごみ焼却場があり

ます。ごみ収集車の頻繁な出入り、煙突から

立ち上る煙、そして厳しい基準値を設けての

操業とはいいながら排出され続けるダイオキ

シン、この嫌われ者のごみ焼却場をごみ処理

行政を円滑にかつ円満に進めていくことが、

行政当局の重大な責務であり、そこに支障を

生じせしめれば、市民生活に重大な悪影響を

及ぼすものであり、この取り組みに当たって

はいかなる失敗もみじんの怠慢もあってはな

らないと確信いたします。 

 しかし、現状は広域組合による新施設の完

成に大幅なおくれを出し、円滑であるべきご

み処理行政に赤信号がともり始め、７年前に

一度操業期限を延長させ、22年間もの長きに

わたりこの迷惑施設を押しつけてきた中島区

に対し、あろうことがまたぞろの操業期限延

長を申し入れており、そこには行政と地域と

の円満な関係は希薄となり、無言の行政圧力

すら感じるありさまであります。 

 今の状況を直視すれば、あってはならない

はずの失敗と怠慢が招いてしまった結果だと

言わざるを得ません。 

 このような事態を招いてしまった行政の責

任、なかんずく広域組合の管理者をも兼務し

ている木下市長の責任、本市に多大な損失を

もたらす危険性のある案件であるにもかかわ

らず、それを事前に回避させられなかった行

政の見張り役としての議会の責任、他町村と

は違い、旧施設の操業を延長できないことを

わかりながら、新施設の完成を遅らせてしま

った本市広域組合関係者の責任、まずはそれ

らの責任に目を向けることが、この問題を取

り扱う第１段階でありましょう。 

 それぞれの責任ある立場の人たちが自らの

責任論からしゃべり始めなければ、到底住民

の心には何を言っても届かないのであろうと
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思います。それを済ませてから、旧施設操業

延長の話を持ち出すのが、地方政治にかかわ

る者のとるべき道であろうと考えるものであ

ります。 

 私たちは、この議場において年間膨大な数

の案件を処理しておりますが、その行為が私

たちだけのセレモニーであろうはずもなく、

案件の一つ一つのその先には、ここでの議論

を食い入るように見つめている市民がいます。

行政に一つミスをさせてしまえば、必ず苦し

む市民を世に生みます。市民の心の琴線に触

れる行政とは何ぞやという私たちの原点を見

失うことなく、諸問題に対処していかなけれ

ばなりません。 

 現在、操業中のごみ焼却施設を抱えている

市内二つの地区におきましては、操業期限終

了の日を目前にした今この時期に、ついこの

間まで聞かされていた報告をすべてひっくり

返され、またなる無理難題を押しつけられ、

苦しんでいます。 

 私は、現行の木下市政に対し、重大な過ち

ありと断固抗議するものであります。 

 なお、現在隅田町中島地区と高野口町向島

地区の２箇所の焼却場が稼動中でありますが、

私の出身が中島区であり、中島ごみ焼却場の

現在に至る経緯をそれなりに理解いたしてお

りますことから、これよりは中島ごみ焼却場

に的を絞り、その延長問題のみを取り上げて

発言してまいりますことを、あらかじめご了

承いただきたいと思います。 

 中島区民は、15年間の操業を誠実に受け入

れ、いよいよその終わりが見えかけたころ、

絶対にあろうはずのなかった７年間の延長の

申し入れがありました。全市民を助けると思

って承諾願いたいとの、断るにはあまりにも

重い荷を課せられ、それを受け入れました。 

 今、またもや突きつけられた延長要請であ

りますが、あらゆる議論は７年前のあのとき

にすべて終わっております。あのとき、締結

された協定書に記されている、さらなる延長

はしないとの文言がすべてを解決いたします。

今はただ、粛々とその日が到来し、中島ごみ

焼却場の火が消えるのを待つだけの日々なの

であります。 

 全市民を助けると思って、一度は首を縦に

振りました。あのときの中島区民の精いっぱ

いの誠意をあって当然のこととでも受けとめ

ておられたのでしょうか。 

 物事の筋を履き違えてはいけません。全市

民を助ける責務を負っているのは、中島区民

ではなく、ときの行政当局なのであります。

きっちりと筋を正せば、中島区民は隅田地区

住民は、善良なるときの被害者なのでありま

す。気がつけば、あたかも加害者のような目

で見られていることに耐えがたい怒りを覚え

るのであります。 

 現実は、中島がうんとさえ言えば、行政当

局も市議会も全市民も間違いなく助かります。 

 だから、寄ってたかってうんと言わせるこ

とが皆さま方の正義なのですか。中島区にお

願いしましょうという世論をつくることなど、

いともたやすいことでありましょう。いや、

つくらなくても、もう既に全市的な世論はで

きているのでありましょう。そこでうんと言

わなかったら、中島区民は悪者以外の何者で

もなくなるのです。 

 木下市長に申し上げます。こんなことをや

っていたら、迷惑施設を受け入れる地区など

間違いなくなくなります。全橋本市民の皆さ

ん、今この先にごみ処理行政において市民に

多大な迷惑が及ぶ事態が待っていたとしても、

その責任は断じて中島区民にあるものではな

く、現木下市政に在するものだと、多くの市

民からいただいたこの私の議員生命をかけて

申し上げておきます。 

 先般、市長は副市長以下、多くの関連幹部
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を引き連れて中島区へお願いに行かれました。

その席で、区の役員から市長に投げかけられ

た質問の一つに、かねてより市長が再三にわ

たって言われていた言葉、万に一つ、新施設

の完成が遅れる事態に立ち入っても、金を払

って民間業者にその処理を委託する。また、

他の自治体に橋本市のごみを焼却させてもら

うなど、打つ手はいろいろありますから、い

かなる事態になろうとも、４月以降中島ごみ

焼却場に火の入ることは断じてございません。

これが、何度となく市長の口から中島区民が

隅田地区住民が聞かされてきた言葉でありま

した。市長が示されたこの方針は実行される

のですか、という質問に対し、区民はまだ答

えをいただいておりません。 

 続きまして、より深いご理解をいただくた

めに、中島ごみ焼却場の誕生から現在に至る

までの足跡をお聞きいただきたいと思います。 

 今から三、四十年時代をさかのぼりますと、

市営の小規模なごみ焼却場が稼動してはおり

ましたが、ほとんどのごみはまだ河川改修の

されていない近所の中小河川のあちこちにあ

ったごみ捨て場と呼ばれた場所に捨てられて

おりました。悪臭を放ち、ハエがわき、今か

ら思えば異様な光景ではありますが、当時の

日本中の田舎町はどこもこのようなものであ

りました。 

 よくしたもので、それらのごみは、年に何

回か襲ってくる豪雨による増水できれいに押

し流され、一定量を超えることなくそれなり

のごみ処理システムとして確立していたので

ありました。 

 新施設の完成が遅れる事態と中島期限延長

問題とは、同じ箱に入って売られているセッ

ト商品ではありません。それぞれが違う道を

歩んできた全くの別物であります。切り離し

て対処すべき問題であります。それを行う上

において、かつて市長が示された方針が重要

な役割を担うものであります。 

 とはいうものの、紀の川はごみの川となり、

河川汚濁・海洋汚染が深刻化し、いやが上に

も環境問題と向き合わなければならない次の

時代へとつながっていきました。 

 ときを同じくして、我が橋本市では南海電

鉄を中心として大阪のベッドタウンとしての

大規模な住宅開発が立ち上げられ、橋本市は

空前の開発時代へと進んでいきます。本市行

政としてもその流れに対応すべく、田舎町か

ら近代都市への脱皮にやっきになった時代で

ありました。 

 市長が示された方針の一つに、金を払って

民間業者にその処理を委託するという案があ

りましたが、このたびの新施設建設工事の遅

延に伴う施工業者からの違約賠償金をその費

用に充当し、なおかつその間の中島・向島両

施設の操業を停止することにより浮いてくる

金もそれに充当した場合、何とかペイできな

いものでありましょうか。新施設の完成が遅

れる事態をそれ単独で解決する方法は、ほか

に見当たらないのでありましょうか。検討を

重ねたが、それでもとても無理だという結論

だったとしても、その検討結果の報告があっ

てしかるべきだと考えます。あらゆる可能性

を模索した上で、万策尽きた結果として操業

期限延長の話を出してこられるのが、区民に

対する最低限の誠意だと申し上げておきます。 

 そこで、どうしても必要となってくるのが

十分な処理能力を備えた近代的なごみ焼却場

であり、歴代の橋本市長はこの問題に政治生

命をかけるとまで言われた時代でありました。 

 まさにそのころ、橋本市を真っ二つに引き

裂いて壮絶な市長選挙が繰り広げられました。

現職市長に対し、故塙坂次郎五郎氏が二度に

わたり戦いを挑み、二度目にして当時奇跡の

勝利と言わしめた勝利を勝ち取りました。万

全の組織力に対し、名もない住民の力を雨あ
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られと浴びせ続け、ついにもぎ取った奇跡の

勝利でありました。劣勢を余儀なくされてい

た選挙戦終盤に、その戦いに合流してきてく

れた顔も知らない人たちの大集団がありまし

た。今、考えますと、その人たちの力があの

選挙の勝敗を決定づけたのかもしれません。

現職市長がごみ焼却場建設予定地として既に

発表していた城山台の住民の人たちでありま

した。 

 この選挙に勝利した塙坂新市長は、すぐさ

まごみ焼却場建設地区選定のため、市内行脚

を開始しますが、どこの地区も口をそろえて

答えはノーであり、船出したばかりの塙坂丸

は早くも沈没の危機を迎えることになります。 

 それを救おうとしたのが、二度にわたるあ

の市長選挙を一歩も引かず戦い抜いた塙坂市

長のおひざ元、中島地区の人たちでありまし

た。さきの選挙でご支援をいただいた全橋本

市民に対する恩返し、橋本市にとって絶対に

なくてはならない施設なら、人に押しつけず

にうちで引き取ろうという声が出始めたので

ありました。 

 間もなくごみ焼却場建設場の是非を問う中

島の歴史から永久に消えることのない区民総

会が開かれました。反対意見が過半数に達し

ようかという勢いの中、反対の逆といえばも

ちろん賛成でありますが、賛成票はゼロであ

りました。わずかに過半数を制したのが、や

むなくという意見の人たちでありました。 

 この瞬間に中島ごみ焼却場が産声をあげ、

その長い歴史が始まりました。 

 決して楽に生まれてきた中島ごみ焼却場で

はありませんでした。苦しい難産の末に、中

島区民が苦渋の選択の末に産み落とした鬼っ

子中島ごみ焼却場。賛成票ゼロという宿命を

背負い続け、生まれたとて祝福を受けたこと

もなく、ひたすらその生存が終わることだけ

を生みの親から待ち望まれてきた鬼っ子中島

ごみ焼却場でありました。 

 あの区民総会で、やむなくと言って押し切

った人たちが、反対を唱えた人たちに申しわ

けないと思い続けてきた長い長い22年間であ

りました。あの年に生まれた赤ん坊が、既に

成人式を済ませております。もう塙坂次郎五

郎もこの世にはなく、当時を語る人たちも少

なくなってまいりました。ひたむきに橋本市

よかれと願い続けた故塙坂市長の責任と苦悩

と情熱を共有し続けてきた中島区民の思いの

たけをご理解いただきたいのであります。 

 軽く聞き流せば、たかだか４カ月の延長で

ありましょう。しかし、期間の問題ではない

のであります。中島区民にとりまして、延長

という言葉がもうどうしても聞くことのでき

なくなった言葉なのであります。 

 私は、今声を大にしてすべての橋本市民に

申し上げます。 

 もう中島ごみ焼却場と中島区民は、時代の

役目を果たし終えております。その責任をす

べて全ういたしました。心ある橋本市民の皆

さま、どうか中島ごみ焼却場の操業を市と約

束した期限に終わらせてください。そして、

どうかどうか中島区民をこの時代の悪者にし

ないでください。 

 長々とお聞きいただきまして、ありがとう

ございました。取りとめのない話に終始いた

しましたが、私なりに中島区民のありのまま

の気持ちを渾身の思いで代弁いたしたつもり

でございます。 

 木下市長におかれましても、ありのままの

お気持ちをもってご答弁いただければ幸いで

ございます。 

 なお、私が提出いたしております通告内容

は、協定を結んでいたにもかかわらずそれを

履行することなく再度の期限延長を申し入れ

る事態を招いた行政責任は重大であり、市長

に対しその責任を問う、であります。 
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 あまりにも漠然とした通告文であります。

前段に申し上げたことは、議会に関すること

以外、すべて行政の責任にかかわることだと

考えております。よって、どの部分について

ご答弁をいただいても、通告の範疇だと思っ

ております。誠意あるご答弁をよろしくお願

いいたします。 

○議長（中上良隆君）15番 石橋君の一般質

問に対する答弁を保留して１時まで休憩いた

します。 

（午前11時58分 休憩） 

                     

（午後１時00分 再開） 

○議長（中上良隆君）休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 日程に従い、一般質問を行います。 

 15番 石橋君の一般質問に対する答弁を求

めます。 

 市長。 

〔市長（木下善之君）登壇〕 

○市長（木下善之君）石橋議員の質問にお答

えをいたします。 

 今日までの経過とその思いを石橋議員から

聞かせていただきました。本当にありがとう

ございました。 

 広域ごみ焼却場建設工事の遅延に伴う旧施

設の操業期限延長問題のご質問でございます。 

 橋本クリーンセンターは、建設時に地元中

島区・隅田区長会のご理解・ご協力をいただ

き、15年間の操業協定を結ばせていただいた

ところでございまして、さらに平成13年には

７カ年の操業延長にご協力をいただきました。

また、高野口のクリーンセンターにつきまし

ても、長年にわたって大変地元のご理解とご

協力をいただき、今日に至っておるところで

ございます。 

 さて、中島の橋本クリーンセンターは長年

にわたって本施設を操業させていただいてお

りますことに、地元の皆さまに深く感謝申し

上げる次第でございます。 

 市といたしましては、操業期限であります

平成21年３月31日を厳守すべく鋭意取り組ん

でまいりましたが、このたび橋本周辺広域ご

み処理場の建設工事期間が４カ月遅れとの報

告を過日受けたところでございます。 

 私といたしましても、相手方の請負者に対

して請負契約の工期内で是が非でも完成をし

てほしいという強い怒りを込めて申し上げた

ことが記憶にございます。 

 工事の遅延につきましては、その進捗状況

を十分把握できなかったことについて、今日

の事態を招いたということでございまして、

地元の皆さんに大変後心配をおかけすること

となりまして、本当に管理者でもあります私、

市長としてその責任を強く感じるものでござ

います。心から深くおわびを申し上げます。 

 また、広域行政の難しさが私といたしまし

ても本当にひしひしと感じてきたのが事実で

あります。 

 協定書による操業期限以降のごみ処理につ

いては、大変苦慮いたしておるところでござ

いまして、しかしながらこのごみ処理につき

ましては、市民生活の上で１日も停滞するこ

とは許されるわけにはまいりません。 

 今後の対応を検討いたしましたが、新たな

取り組みを行うには、処理費用もさることな

がら、収集体制、あるいは運搬などの数多く

の課題があるわけでございます。そうした面

で困難をきわめておるところでございます。 

 したがいまして、先日じくじたる思いで、

地元中島区へ４カ月の操業延長のお願いの申

し入れをさせていただきました。本当にこの

ことについては、胸の詰まる思いでございま

す。私としても、誠に申しわけございません。 

 勝手なお願いでございますが、地元の皆さ

まにとっては大変本当に迷惑をかけることと
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なるわけでございますが、４カ月の長きにわ

たっての延長のご理解とご協力をいただける

ように、誠心誠意取り組んでまいりたいと思

います。どうか議員の皆さまにおかれまして

も、これまでにも増してご協力をいただきま

すように、よろしくお願いを申し上げます。 

 今後、広域ごみ処理場の早期完成に向けて、

全精力でもって邁進する決意でございますの

で、今後ともよろしくお願いを申し上げます。 

○議長（中上良隆君）15番 石橋君、再質問

ありますか。 

 15番 石橋君。 

○15番（石橋英和君）この22年間の思いを先

ほど来私なりに精いっぱい述べさせていただ

いたつもりでございます。 

 市にとって必要な施設であるということも

当然わかっておりますが、この22年間の中島

区の苦悩、そしてまたやはり橋本市のために

と思ってこの22年間を過ごしてきたわけであ

ります。その思いをどこかでやはり市民の皆

さんに伝える場が欲しかった。そういう気持

ちがございましたので、先ほどからしゃべら

せていただきました。 

 今の市長のご答弁にその責任を認められま

して、謝罪をされました。広域行政の難しさ、

ごみ問題の難しさ、確かにあろうとは思いま

すが、市の最高責任者としての市長のやはり

お立場から謝罪をいただいたということで、

私なりには一つの気持ちの上での整理がつい

たところもございます。 

 先般、市長が中島へお見えになりまして、

中島区に延長要請のお話があったわけでござ

いますが、当然まだその結論は出ておりませ

ん。中島区の議決機関が決めることでありま

す。 

 しかし、中島の区民感情といたしまして、

決してといいますか。橋本よかれと常に考え

てきた人たちでございます。どうか、これを

機会に迷惑行政の問題、やっぱり迷惑施設を

抱えている地域の人たちの気持ちというもの

を対岸の火事だというふうな言葉で済ますの

ではなく、まともに考えていけるような橋本

市になってほしいと思うものでございます。 

 今の市長のご答弁の中で、私の午前中の質

問にもあったことなんですけども、操業を延

長せずにその他の方法、検討され、最終的に

はどの方法も採用に至らず、万策尽きた結果

として、中島に対して操業を申し入れたもの

であったというご説明がございました。それ

は、そのように受けとめさせていただいてよ

ろしいのかという点と、もう少し具体的にそ

れらの方法に対する検討の結果、資料がござ

いましたら、ご提示いただけたらと思います。 

○議長（中上良隆君）市長。 

〔市長（木下善之君）登壇〕 

○市長（木下善之君）石橋議員の再質問にお

答えを申し上げたいと思います。 

 先ほどの答弁の中にも発言をさせていただ

きましたが、広域ごみ焼却場建設工事の進捗

状況を十分把握できていなかったことが今日

の事態を招いたということでございました。

管理者である私、橋本市長の責任であること

を申し上げました。同様に、中島区の地元に

おきましても、私の認識の甘さから過去に幾

度か、操業期限以降には中島クリーンセンタ

ーで４月１日以降は焼却しませんということ

の申し上げは、はっきりいたした経過がござ

います。 

 しかしながら、４カ月延長分のごみ処理に

つきましては、申し上げましたように１日の

猶予もございません。新たな処理体制を構築

するには、費用と時間と相当費やさなければ

ならない、そういうことがございます。 

 しかし、私といたしましても、責任者とし

て若干近隣の周辺のそういうところも模索を

いくらかさせていただいたのは、事実であり
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ます。五條であるとか、五條市は若干規模が、

市営で小さい難点もございますし、また河内

長野市においては広域組合という問題も発生

しておるわけでございますし、詳しいことは

ここで差し控えますけれども、それぞれ手を

受けて待っていただいておるというところは

全くございませんで、私といたしましての結

論は本当に厚かましいお願いではございます

が、再度長きにわたっての４カ月の延長を中

島の皆さんのご理解とご協力をいただいて、

焼却をさせていただきますように決断をし、

お願いを申し上げた次第でございますので、

どうかご理解のほどをよろしくお願い申し上

げたいと思います。 

○議長（中上良隆君）15番 石橋君。 

○15番（石橋英和君）きのうの当局の答弁の

中に、民間業者の金額の見積もりといいます

か。それを調べた結果が報告されたわけであ

りますけども、結果といたしまして民間業者

にその空白の間を埋めてもらうというのも採

用に至らないと。そして、近隣自治体に我が

市のごみを燃やしていただくことも無理だと。

それにつけて、従来の施設の操業延長をとい

う流れであったということでございました。 

 新施設、私、先ほども申しましたですけど

も、去年の12月の議会でも完成は間に合うの

ですかという質問を出させていただいており

ます。本年度に入りまして、決算委員会でも

お尋ねをしております。 

 しかし、それが本当についこの間やっと間

に合わないんだという報告で、本当にもう操

業期限が切れる間際になっての報告となった

わけでありますが、私もそうです。中島区民

の方々も、もう去年、もう何カ月も前に、あ

れは間に合わないなということがもう当たり

前のようにささやかれておりました。私も、

たまたまああいった建築工事、規模の大小は

ありますが、ああいった建築工事も手がけて

おったものでございますので、これはちょっ

と無理だなという判断をもうもっと早い時期

に私なりにはしておったわけでございますけ

ども、それは決して私たちだけじゃなくて、

当局のほうにもそういった気持ちがあったの

だろうとは思うんですけども、どうしてそう

いうことを言いますかと申しますと、地元と

しましては、その線上に期限延長というのは、

こんなものはなしで済まない。その議論は避

けて通れないというそれなりの認識を持った

上で、やっぱりしかるべき時期に十分検討す

る余裕を持った時期にどうして報告してもら

えなかったのかと。地元の方がよく使ってお

られた言葉に、「鉄のカーテン」という言葉を

よく耳にしたのでありますが、本当に言って

くれなかったんですね。私も議場でも質問を

入れたんですけども、答弁がもらえてなかっ

たんです。 

 それで、本当に間際、どうしようもなくな

った時期に、実は間に合わないんだ、延長を

お願いしたいんだという話になったわけです

けども、もうその時点といいますと、本当に

もうどさくさに紛れて押し切られるなという

その嫌な気持ちがどうしてもあったわけで、

それを避けたいということから、中島区の区

長にしてもそうでありましょう。当局に対し

て本当に間に合うのかという質問を何度も入

れられたと聞いておりますが、その辺やはり

後味の悪いといいますか。今、このほうで依

頼があったことに関して結論を出すべくこれ

からけんけんがくがくの議論をされるのであ

りましょうが、どうしてもどうしてもっと早

く報告をもらえなかったのかというのが、わ

だかまりのような格好で残ってしまっており

ます。 

 ほかの議員からも何度もいろいろな場で言

われたことでありますが、工期が間に合わな

いということが本当にもっと早い時期に当局
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が察知しておられたのか、おられなかったの

か。私なんかはもう現場へ行きますと、これ

は半年遅れだなという気がいたしておりまし

た。その時点で、まだ当局は２週間だとか、

それは何とか乗り切って間に合うんだとかい

うことをおっしゃっていたわけですが、私に

したら、よく４カ月で済んだなと。半年かな、

10カ月かなというような気がしておったわけ

ですが、それをずっと大丈夫だというふうに

おっしゃってきたことが今、逆に弊害となっ

てあらわれてきたような気がしておるんであ

りますが、その辺のところのご説明、お願い

いたします。 

○議長（中上良隆君）市長。 

〔市長（木下善之君）登壇〕 

○市長（木下善之君）石橋議員の再質問にお

答えをさせていただきます。 

 私も市長に就任させていただいて、このあ

たりに広域ごみの焼却場を建設するんだとい

うことの説明を受けて現場へ行った経緯がご

ざいます。３年ほど前でございますが、全く

山へ入れない全然手のつけていないところに

するんだということで、実は正味のところ私

もびっくりこいたわけでありますが、私もど

うせ100万㎥に近い京奈和の残土を入れて

等々迅速にやっていただき、表土山を伐採し

て表土はぎをし、という中で、土工関係は順

調にまずまずいかれたなということで、安堵

いたしたのが事実でありますが、２月８日に

工事開始ということになりました。 

 それ以前の地鎮祭におきましても、工期は

迫っておる。契約どおりやから、私は全天候

型でこの工事をやる気がないと完成できない

ということを、地鎮祭の多くの皆さんの前で

はっきり申し上げたことがございます。きょ

うは雨やから休み、日曜・祭日休みというよ

うなことは許されませんよということで、私

も２月８日以降ももう20回近く現場へ、大雨

のときも強いて行くんです。そして、どのく

らい人が来ておるか、作業員がね。日曜もど

れぐらい成しておるかということも、大分申

し上げた経緯がございますけれども、いかん

せんやはり私どもとしましては、夏場までは

２週間程度ということの工程表と合わせなが

ら説明を何度も受けたわけでありますけれど

も。非常にここにきて、４カ月遅れというこ

との代表からの社長からの説明で、いたし方

ないということで、私は議論も相当し、１日

も早く、１カ月も早く完成を、りっぱなもの

を完成していただきたいということを強く申

し上げてきたわけであります。 

 しかし、ことここに至っては、どうしても

４カ月以内で完成するであろうと思いますけ

れども、それ以上の延長はまたぞろできない

わけでありますので、私も完成に向けて誠心

誠意取り組んでまいりたい。現在では、100

人のところが150人体制の強化でもって夜遅

くまでも工事が進めておるのが現状でござい

ますので、申し上げたように４カ月と言わず

に、１日でも早い完成をしてまいりたい。そ

ういう決意でございますので、どうかよろし

くご理解をいただきたいと思います。 

○議長（中上良隆君）15番 石橋君。 

○15番（石橋英和君）以前と同じように、早

い時期には当局としたら、工期の遅れを認識

できていなかったということでございます。 

 それはそうだったのでありましょうが、今

後のために言わせていただきますが、やはり

これだけの大問題を引き起こしてしまう大き

な建設事業であったわけでございます。そこ

には、その現場には市当局からの職員も投入、

派遣されておるわけでございます。その職員

からの報告であったり、毎日現場へ出向いて

いない市の技術屋にしても、当然見る機会も

あるわけであったと思います。やっぱり、発

注した請負会社からの報告だけをすべての資
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料として受けとめるのではなく、こちら側の

判断をしていくような体制も必要であったの

ではなかろうかと思います。 

 今後、工事の発注、重要な工事の発注に当

たっては、市側の工事の推移を監督していく

立場において、そういったことも十分配慮す

べきことだろうと思うわけでございます。 

 その点、提案させていただいておきます。 

 往々にしてこういう時期には区民といたし

まして、やはり一番気になることが、物わか

りの悪いやっちゃなと。すっと認めたれよと

いうような風当たりの中で苦しむものでござ

います。しかし、中島には中島の本当に長い

期間があったわけでございまして、なかなか

そういった立場の人たちを理解しようとはし

ないといいますか。しにくいものでございま

す。実際、わからないところも、７年間の追

加延長があったということを知らない人が、

市内にはたくさんおるんだろうと思いますし、

市外から転入されてこられた方なんかは、う

ちの家庭ごみがどこで燃やされているのかす

らも知らない方もおられるんだろうと思いま

す。やはり、そのごみをそのご家庭のすぐ近

所で燃やしている家庭が実際市内にあるんだ

ということもわかってもいただきたいし、か

つての経緯、その辺のところやはり知らない

ままでだれにもわかってもらわないままでい

るというのも、つらいことでございます。 

 何とか大勢の市民の方々にその辺のところ

も知らしめていただきたいという気持ちが強

くあるわけでございます。そのことにつきま

して、当局は何か策を考えていただいておる

のか、お伺いしたいと思います。 

○議長（中上良隆君）副市長。 

○副市長（清原雅代君）地元中島区の皆さま

方におかれましては、現クリーンセンターの

建設時、さらにまた７年間の延長をお願いし

たときもそうでございますが、その受け入れ

につきましては、地元を二分するような後々

しこりを残すような大変厳しい状況を経て、

これまでの操業を認めていただいたというふ

うに聞かせていただいております。 

 このような状況にもかかわらず、今回再度

の操業延長のお願いをさせていただいたこと

で、中島区民の皆さま方には本当に大変なご

心労をおかけしていることを心からおわび申

し上げます。 

 このたびのことにつきましては、操業期限

を守ることのできなかった行政に責任があり、

地元には何の責任もございません。お願いさ

れる側の地元の方々は、石橋議員の言われる

とおり、むしろ被害者であるということを私

たちは十分認識しているところでございます。 

 地元の役員をはじめ、区民の皆さま方には

年の瀬の本当にお忙しい中、橋本市からの無

理難題に対して協議の時間を割いていただく

等、大変ご迷惑をおかけいたしておりますが、

今回のことで地元の皆さまに対して市民があ

らぬ誤解を抱くことのないよう、橋本市とし

て責任をもってその状況を市民の皆さまに正

しく十分周知をしていくなど、ご迷惑をおか

けしないよう万全を期してまいりますので、

何とぞご理解をいただきますようよろしくお

願い申し上げます。 

○議長（中上良隆君）15番 石橋君。 

○15番（石橋英和君）副市長のほうから、ご

答弁をいただきました。 

 具体的にどういうふうな方法をもって、そ

の件に当たっていただけるのか、具体案とし

てまとまっているものがありましたら、もう

少し詳しくお願いいたします。 

○議長（中上良隆君）副市長。 

○副市長（清原雅代君）今現在、ごみの関係

の担当部署であります環境事業室、あるいは

両クリーンセンターのほうで市民の皆さま方

にほぼ毎日地域に対して、広域ごみ処理施設
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移行後の分別収集についての説明に上がらせ

ていただいております。そこの中でも十分今

日の状況を説明させていただきたいと思いま

すし、また橋本市の広報を通じて市民の皆さ

まにご理解いただくよう努めてまいりたいと

考えております。 

○議長（中上良隆君）15番 石橋君。 

○15番（石橋英和君）しかるべき時期を逃さ

ずに有効に啓発していただきますことをよろ

しくお願い申し上げておきます。 

 市長以下副市長、幹部の皆さんが先だって

中島へ来られていろいろおっしゃいましたこ

と、その場は中島区民に向けてのお言葉であ

ったわけでございますが、本日この場は議会

でございます。全橋本市民に向けて、責任を

持って物を言う場でございます。あらためて、

市長に答弁、ご発言を求めるわけでございま

すが、やはり今のこの事態は行政にそれなり

の非を認める責任があるんだということ、並

びにそれがゆえにいろいろな手を模索した結

果、最終的に現在操業されている施設の新た

な操業期限延長をお願いしなければならない

事態を招いたと、その辺のところ、もう一度

市長のほうからご答弁願いたいと思います。 

○議長（中上良隆君）市長。 

〔市長（木下善之君）登壇〕 

○市長（木下善之君）石橋議員の再質問にお

答えをさせていただきます。 

 私、冒頭申し上げましたように、本当にま

た何度も申し上げますように、非常に不測の

事態といいますか。４カ月の延長ということ

になったわけでございまして、本当に私もこ

れはもう地域の中島の皆さん、そしてまた高

野口のクリーンセンターの向島の皆さん、関

係地域の方々には本当に迷惑をかけるものと

思っているわけでございますが、答弁をさせ

ていただいたように、どうしてもこの両クリ

ーンセンターであと延長の期間を焼却させて

いただきたく改めて議会の皆さんにもお願い

を申し上げる次第でございますので、簡単で

ございますけれども、どうかよろしくお願い

申し上げたいと思います。 

○議長（中上良隆君）15番 石橋君。 

○15番（石橋英和君）ありがとうございまし

た。終わります。 

○議長（中上良隆君）これをもって、15番 石

橋君の一般質問は終わりました。 

 

－94－ 


